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○あま市宅地開発等に関する指導要綱に基づく基準  

平成 22年 3月 22日  

訓令第 81号  

（趣旨）  

第１条  この基準は、あま市宅地開発等に関する指導要綱（平成２２

年あま市告示第１３４号。以下「指導要綱」という。）第１５条の規

定に基づき宅地開発等に関する指導に関し必要な事項を定めるもの

とする。  

（道路）  

第２条  指導要綱第５条第２項に規定する道路の基準は、次のとおり

とする。  

(1) 両側に側溝を設けなければならない。  

(2) 側溝と蓋は、ＪＩＳＡ５３７２Ｕ―２５０（３種）以上を標準

とし、５メートルに１箇所細目グレーチングを布設する。  

(3) 構造は、アスファルト舗装とし、別表を標準とする。  

(4) 計画戸数が５０戸以上の建築物で、当該敷地が路地状部分のみ

によって道路に接する場合においての取付道路の幅員は、６メート

ル以上としなければならない。  

（集会施設）  

第３条  指導要綱第７条に規定する集会施設は、次のとおりとする。  

(1) 位置、構造及び設備を入居者の利用しやすいものとしなければ

ならない。  

(2) 延べ面積は、計画戸数が１００戸までは１戸当り１平方メート

ルを標準とし、１００戸を超えるものについては別途協議するもの

とする。  

（ごみ集積場）  

第４条  指導要綱第８条に規定するごみ集積場は、道路に面した場所

で、可燃ごみ、不燃ごみ及びプラスチックごみ等の各収集日の表示板

を設けて、ごみ袋が飛散しないよう囲いを設けた構造とする。  

２  前項の囲い及び表示版の面積は、次のとおりとする。ただし、計

画戸数が５戸以下の場合は、この限りでない。  
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(1) 囲い  高さ９０センチメートルを標準とする。  

(2) 表示版  Ａ４サイズとし、収集日の表示をする。  

(3) 面積  市担当課と協議の上定める。  

（公共下水道）  

第５条  事業者は、公共下水道への接続をしようとする場合は、下水

道法（昭和３３年法律第７９号）及びあま市下水道条例（平成２２年

あま市条例第１３８号）の定める形式及び基準を満たさなければなら

ない。  

（浄化槽）  

第６条  事業者は、浄化槽を設置する場合は、建築基準法（昭和２５

年法律第２０１号）第３１条第２項の規定によるものとし、浄化槽汚

水は、整備された側溝等に放流するものとする。  

２  この基準の浄化槽に関する規定は、指導要綱の適用範囲にかかわ

らず、市内に設置するすべての浄化槽に適用する。  

（駐車場）  

第７条  指導要綱第１０条に規定する駐車施設については、次のとお

りとする。  

(1) 事業区域外に駐車施設を設置するときは、事業施行区域からお

おむね２００メートル以内とし、事業区域内の駐車台数と合わせて

計画戸数１戸につき１台分以上の駐車施設を確保しなければなら

ない。  

 (2) 社員寮、学生寮、店舗等については、別途協議するものとする。  

（その他）  

第８条  この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。  

附  則  

この訓令は、平成２２年３月２２日から施行する。  

附  則  

この訓令は、令和５年１月１日から施行する。  

別表（第２条関係）  

道路構造の標準  
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側溝と蓋の標準は、ＪＩＳＡ５３７２Ｕ―２５０（３種）以上の消音

タイプを標準とし、５メートルにつき１箇所消音タイプの細目グレー

チングを布設する。  

 

標準舗装構成表 （単位：ｃｍ）

区別

種別

密粒度アスコン
（１３）

５ － ３

密粒度アスコン
（２０）

－ ５ －

基層工
粗粒度アスコン

（２０）
－ ５ －

上層路盤工
粒調砕石
（Ｍ－４０）

－ １５ －

下層路盤工
クラッシャラン
（ＲＣ－４０）
（Ｃ－４０）

２０ １５ １０

一般市道 １・２級市道 歩道（一般部） 歩道（乗入部）

表層工

道路管理者と
別途協議

 


